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第６章 安全と問題行動 
 
第１節 青少年の安全

 
１ 青少年の死亡者数 

平成 年の青少年（ ～ 歳）の死亡者数は、 人で前年に比べ 人減少し、死亡者総数に占める割合

は ％となっている。

 
第 表 年齢階級別青少年死亡者数の推移                単位：人  

区分

年
～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 計 総数 ％

資料：健康福祉政策課

（平成 年のみ概数）

 

青少年の死因別順位

青少年（ ～ 歳）の死因別順位をみると、第 位は自殺の 人で、青少年の死亡者の ％を占め

ている。

第 位は不慮の事故の 人、第 位は先天奇形、変形及び染色体異常の 人となっている。

第 表 青少年（ ～ 歳）の死因別順位（死因簡単分類による） （単位：人） 
順位

年
第１位 第２位 第３位

死亡者数

（ ～ 歳）
不慮の事故

自殺
悪性新生物 心疾患

自殺 不慮の事故 悪性新生物

不慮の事故 自殺 悪性新生物

自殺
先天奇形、変形及び

染色体異常 不慮の事故

自殺 不慮の事故
先天奇形、変形及び

染色体異常

資料：健康福祉政策課 
（平成 30 年のみ概数）

青少年の不慮の事故による死亡数

   青少年の死亡者のうち、不慮の事故による死亡者は 人（ ％）となっている。

また、不慮の事故による死亡者のうち、交通事故による死亡者は 人（ ％）となっている。

 
第 表 青少年の不慮の事故による死亡数（平成 年） （単位：人）

区 分 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳

年 齢 階 級 別 死 亡 者 数

不 慮 の 事 故

内訳
交 通 事 故

そ の 他

不慮の事故の割合 ％

  資料：健康福祉政策課（概数） 

（注） （死亡者総数に占める青少年層死亡者数の割合）
計（青少年層死亡者数）

総数（死亡者総数） ×

－ 33 －
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２ 青少年の交通事故 

(1) 平成 30年中の交通事故概況 

平成 30年中の県内の交通事故は、発生件数 2,966件（前年比-292件、-9.0％）、死者数 45人（前年

比+3人、+7.1％）、負傷者数 3,649 人（前年比-373人、-9.3％）で、前年に比べて発生件数、負傷者

数が減少し、死者数は増加した。 

発生件数・負傷者数は、平成 13年をピークに平成 14年以降、17年連続で減少した。 

  
(2) 交通事故による子どもと青少年の死傷者 

ア 平成 30年中の交通事故による子ども（中学生以下）の死傷者数は、死者数 0人（前年比-1人、-100％）、

負傷者数 167 人（前年比-46 人、-21.6％）で、死者は全体の 0.0％、負傷者は全体の 4.6％を占めた。 

   また、青少年（16 歳以上 24 歳以下）の死傷者数は、死者数 7 人（前年比+4 人、+133.3％）、負傷者

数 446人（前年比-2人、-0.5％）で、死者は全体の 15.6％、負傷者は全体の 12.2％を占めた。 

平成 29年中の県内の交通事故は、発生件数 3,258件（前年比-482件、-12.9％）、死者数 42人（前

年比-11人、-20.8％）、負傷者数 4,022 人（前年比-517人、-11.4％）で、前年に比べて発生件数、死

者数、負傷者数の全てが減少し、発生件数・負傷者数は、平成 13年をピークに平成 14年以降、16年

連続で減少した。 
 

第 1-6-4 表 交通事故による子ども（中学生以下）と青少年（16 歳以上 24 歳以下）の死傷者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

イ 平成 29年の死者を状態別で見ると、子どもの死者は歩行者が 1人であり、青少年の死者は自動車乗

車中が 3人である。 
 

第 1-6-5 表 子ども（中学生以下）と青少年（16 歳以上 24 歳以下）の状態別死者数（平成 30 年） 

 

 

 

 

 
 

第 1-6-5 図 子ども（中学生以下）と青少年（16 歳以上 24 歳以下）の死者数の状態別内訳（平成 30 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H26 H27 H28 H29 H30

54 40 53 42 45

うち子どもの死者数 0 3 1 1 0

子どもの割合（％） 0.0% 7.5% 1.9% 2.4% 0.0%

うち青少年の死者数 1 2 8 3 7

青少年の割合（％） 1.9% 5.0% 15.1% 7.1% 15.6%

5,105 4,773 4,539 4,022 3,649

うち子どもの負傷者数 303 283 246 213 167

子どもの割合（％） 5.9% 5.9% 5.4% 5.3% 4.6%

うち青少年の負傷者数 625 578 551 444 446

青少年の割合（％） 12.2% 12.1% 12.1% 11.0% 12.2%

資料：警察本部交通企画課

全 死 者 数

項目別　　　　　　　　　　　　　　　　年別

全 負 傷 者 数

21 

6 

3 

1 

5 16 

0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

交通事故死者数

子どもの死者数

青少年の死者数

資料：警察本部交通企画課
自動車 二輪車 自転車 歩行者

単位:人 

 

自動車 二輪車 自転車 歩行者 その他 合計

21 3 5 16 0 45

0 0 0 0 0 0

6 1 0 0 0 7

資料：警察本部交通企画課

子どもの死者数

青少年の死者数

交通事故死者数

単位:人 
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(3) 青少年運転者（16歳以上 24歳以下）による交通事故 

ア 平成30年中の青少年運転者による交通事故発生件数は397件、死者数は9人で、全発生件数の13.4％、

全死者数の 20.0％となっており、青少年の免許人口が全免許人口の 6.5％であることを考慮すれば、交

通事故発生件数の割合が高いと言える。 

 

第 1-6-6 表 青少年（16 歳以上 24 歳以下）運転者による交通事故の推移  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 平成 30 年中の青少年運転者による死亡事故の法令違反別では、通行区分（2 件、28.6％）及び追い

越し違反（2件、28.6％）によるものが最も多い。 

また、青少年以外の運転者による死亡事故は安全運転義務違反（10 件、34.5％）によるものが最も

多く、次いで通行区分（5件 17.2％）によるものが多い。 

 

第 1-6-7 表 青少年（16 歳以上 24 歳以下）運転者による死亡事故の違反別状況（平成 30 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H26 H27 H28 H29 H30

4,133 3,854 3,740 3,258 2,966

うち青少年運転者による事故件数 635 547 569 484 397

青少年の割合（％） 15.4% 14.2% 15.2% 14.9% 13.4%

54 40 53 42 45

うち青少年運転者による死者数 6 4 10 5 9

青少年の割合（％） 11.1% 10.0% 18.9% 11.9% 20.0%

5,105 4,773 4,539 4,022 3,649

うち青少年運転者による負傷者数 835 725 707 625 494

青少年の割合（％） 16.4% 15.2% 15.6% 15.5% 13.5%

861,244 857,004 852,501 847,393 842,414

うち青少年の免許人口 60,917 60,276 58,761 57,008 55,165

青少年の割合（％） 7.1% 7.0% 6.9% 6.7% 6.5%

注　運転者とは、第１当事者が原付以上の場合をいう。 資料：警察本部交通企画課.運転免許課

全死者数（人）

全負傷者数（人）

運転免許総人口（人）

項目別　　　　　　　　　　　　　　　　年別

全発生件数（件）

運転免許総人口は、青森県が保有する運転免許保有者データを基に作成（警察庁統計と異なる)

運転免許人口は各年12月末である。

(単位：件、人) 

 

構成率（％） 構成率（％） 構成率（％）

0 0.0% 2 6.9% 2 5.6%

2 28.6% 5 17.2% 7 19.4%

1 14.3% 2 6.9% 3 8.3%

0 0.0% 1 3.4% 1 2.8%

2 28.6% 1 3.4% 3 8.3%

0 0.0% 3 10.3% 3 8.3%

1 14.3% 2 6.9% 3 8.3%

0 0.0% 2 6.9% 2 5.6%

0 0.0% 1 3.4% 1 2.8%

1 14.3% 10 34.5% 11 30.6%

7 100.0% 29 100.0% 36 100.0%

注1　運転者とは、第１当事者が原付以上の場合をいう。 資料：警察本部交通企画課

注2　第１当事者が原付以上の死亡事故件数は、36件（死者数42人）である。

注3　構成率は、運転者別の死亡事故件数に占める違反の割合である。

追越し違反

青少年運転者による
死亡事故件数

青少年以外の運転者
による死亡事故件数

合計

安全運転義務違反

計

信号無視

交差点安全進行義務違反

歩行者妨害等

指定場所一時不停止等

酒酔い運転

通行区分

最高速度違反

横断等禁止違反

(単位：件) 
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３ 青少年の水難 
過去 5 年間の水難発生状況は下表のとおりであるが、このうち青少年の水難発生件数は 11 件で、全体の

約 11.1％を占めている。 

 
第 1-6-8 表 青少年の水難発生件数                              （単位：件、人） 

     年別 
区分 H26 H27 H28 H29 H30 計 

発生件数 5(22) 3(18) 1(25) 1(19) 1(15) 11（ 99） 

事 

故 

者 

水死者 1(11) 1(10) 0(13) 0(4) 0(5)   2（ 43） 

被救助者 5(13) 2( 9) 1(12) 1(17) 3(12) 12（ 63） 

計 6(24) 3(19) 1(25) 1(21) 3(17) 14（106） 

（注）（ ）内は、県内の全発生件数・人員である。                                          資料：警察本部地域課 

 
第２節 犯罪や虐待による被害状況 

 
１ 犯罪被害の状況 

(1) 福祉犯被害少年の学校・職業別、法令別状況 

平成 30年中、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、県青少

年健全育成条例違反等の少年の福祉を害する犯罪（福祉犯）の被害者となった少年は 42人で、前年に比

較すると 2人（4.6％）減少した。学校・職業別では、被害者の約 9割（90.5％）が中学生と高校生で占

められている。 

 
第 1-6-9 表 福祉犯被害少年の学校・職業別、法令別状況                       （単位：人） 
    学職別 

法令別 総数 未就学 小学生 中学生 高校生 その他 
学生 

有職 
少年 

無職 
少年 

児童買春・児童ポルノ法 20(14) 2(2) 0 3(2) 14(9) 0 0 1(1) 

県青少年健全育成条例 18(16) 0 0 4(4) 13(12)  0 1 0 

未成年者飲酒禁止法 2(1) 0 0 0 2(1) 0 0 0 

児 童 福 祉 法 1(1) 0 0 1(1) 0 0 0 0 

風 営 適 正 化 法 1(1) 0 0 0 1(1) 0 0 0 

    計 42(33) 2(2) 0 8(7) 30(23) 0 1 1(1) 

（注） （ ）内は女子で内数を示す。                                                 資料：警察本部少年女性安全課（暫定値） 
 

(2) SNSを介した福祉犯被害少年の学校・職業別、法令別状況 

平成 30 年中、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を介して福祉犯の被害者となった少

年は 20人で、前年に比較すると 1人（4.8％）減少した。学校・職業別では、被害者の約 9割（90.5％）

が中学生と高校生で占められている。 

第 1-6-10 表 SNS を介した福祉犯被害少年の学校・職業別法令別状況                （単位：人） 
     学職別 

法令別 総数 未就学 小学生 中学生 高校生 その他 
学生 

有職 
少年 

無職 
少年 

児童買春・児童ポルノ法 9 0 0 1 7 0 1 0 

県青少年健全育成条例 9 0 0 2 7 0 0 0 

略 取 誘 拐 2 0 0 1 1 0 0 0 

合    計 20 0 0 4 15 0 1 0 

資料：警察本部少年女性安全課（暫定値） 
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２ 児童虐待相談対応件数 

 近年、都市化の進行や核家族化により、家庭が地域や親戚等から孤立しがちな状況にあり、児童虐待に関

する相談件数が増加の一途をたどっている状況にある。 
児童相談所における平成 30年度の児童虐待相談対応件数は、1,413件（対前年度比＋340件）となってい 

る。その内訳は、身体的虐待 364件（+118 件）、性的虐待 10件（-4件）、心理的虐待 800件（+259件）、保 

護の怠慢・拒否 239件（-33件）となっている。最近 5年間の相談件数の推移は次のとおりである。 

 

第 1-6-11 図 児童虐待相談対応件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
第３節 少年非行の概況 

 
１ 非行少年等の検挙・補導人員の年別推移 

平成 30 年中の刑法犯少年は 209 人で、前年から 16 人(8.3％)増加した。また、不良行為少年の補導は

2,130 人で、前年から 745人（25.9％）減少した。 

 

第 1-6-12 表 非行少年等の検挙・補導人員の年別推移                   （単位：人） 

              年別  
区分 H26 H27 H28 H29 H30 

 
非

行

少

年 

刑法犯  

少 年 

犯罪少年 323 250 187 105 125 

触法少年 141 96 92 88 84 

計 464 346 279 193 209 

特 別 法 犯 少 年 22 24 22 24 15 

ぐ 犯 少 年 17 7 7 10 16 

合   計  503 377 308 227 240 

不 良 行 為 少 年 2,864 2,546 2,260 2,875 2,130 

                                 資料：警察本部少年女性安全課（確定値） 
（注） 非行少年･･････刑法犯少年、特別法犯少年及びぐ犯少年をいう。           

刑法犯少年････刑法に触れる行為をした犯罪少年及び触法少年をいう。 
犯罪少年･･････罪を犯した 14歳以上 20歳未満の少年をいう。 

触法少年･･････14 歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年をいう。 
特別法犯少年･･覚せい剤取締法など刑法犯以外の刑罰法令（交通関係法令に規定する罪を除く）に触れる行為をした犯罪少年 

及び触法少年をいう。 

ぐ犯少年･･････保護者の正当な監督に服しない性癖など一定の事由があって、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し 
又は、刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年をいう。 

不良行為少年･･刑罰法令に触れないが、飲酒、喫煙等自己又は他人の徳性を害する行為を行い、警察に補導された 20 歳未満の 
少年をいう。 

 
 

228 247 264 246 3646 13 13 14
10

454 476 502 541

800146 186 170 272

239

0
200
400
600
800

1,000
1,200
1,400
1,600

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 保護の怠慢・拒否

（件） 

資料：こどもみらい課 
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２ 刑法犯少年の罪種別検挙・補導人員の推移 
  平成 30年中の刑法犯少年のうち、罪種別では、粗暴犯、窃盗犯及び知能犯が増加した。 

 
第 1-6-13 表 刑法犯少年の罪種別検挙・補導人員の推移                   （単位：人）

        年別 
罪種別 H26 H27 H28 H29 H30 

凶   悪   犯 3 1 3 5 2 

粗   暴   犯 39 37 31 15 17 

窃   盗   犯 355 254 200 138 161 

知   能   犯 3 1 1 3 4 

風   俗   犯 4 3 4 6 5 

その他の刑法犯 60 50 40 26 20 

合        計 464 346 279 193 209 
資料：警察本部少年女性安全課（確定値） 

（注） 凶悪犯････殺人、強盗、放火及び強姦の犯罪をいう。                  
粗暴犯････暴行、傷害、恐喝、脅迫及び凶器準備集合の犯罪をいう。 
知能犯････詐欺、横領、偽造等の犯罪をいう。 
風俗犯････わいせつ、と博等の犯罪をいう。 

 
３ 刑法犯少年の学職別検挙・補導人員の推移 

平成 30年中の刑法犯少年のうち、学職別では、小学生、高校生、有職少年が増加した。 

 

第 1-6-14 表 刑法犯少年の学職別検挙・補導人員の推移                       （単位：人） 
             年別 

学職別 H26 H27 H28 H29 H30 

未 就 学 0 0 0 1 0 

 

児童 

生徒 

小 学 生 32 47 44 44 55 

中 学 生 198 120 110 73 57 

高 校 生 124 111 75 46 51 

そ の 他 16 10 3 4 7 

有 職 少 年 47 35 34 10 30 

無 職 少 年 47 23 13 15 9 

合        計 464 346 279 193 209 

（注）その他…大学生及び専修学校生等をいう。                                 資料：警察本部少年女性安全課（確定値） 
 

第４節 青少年の問題行動と対策 

 
１  薬物乱用 

平成 30 年中、大麻取締法で 1 人を検挙したが、平成 22 年以降、薬物乱用で検挙・補導された中・高校

生はなかった。 

   

第 1-6-15 表 薬物乱用少年の法令別検挙・補導人員の推移                 （単位：人） 
         年別 

罪種別 H26 H27 H28 H29 H30 

毒物及び劇物取締法 0 0 0 0 0 

覚  せ  い  剤 取 締 法 0 0 0 0 0 

大   麻   取  締  法 0 0 0 1 1 

そ     の     他 0 0 0 0 0 

合        計 0 0 0 0 1 
資料：警察本部少年女性安全課（確定値） 

（注）薬物乱用とは、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、                         
覚せい剤取締法、毒物及び劇物取締法違反をいう。 
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２ 性逸脱行為 
(1) 不健全性的行為少年の推移 

平成 30年中、不健全性的行為（少年の健全育成上支障のある性的行為）をしていたことにより補導

された少年は 23人で、前年に比較すると 7人（23.3％）減少した。 

補導された少年の約 8割（78.3％）は、中学生と高校生で占められている。 

 

第 1-6-16 表 不健全性的行為少年の推移                            （単位：人） 
            年別                    

学職別 
H26 H27 H28 H29 H30 

中  学  生 8( 6) 15(13) 12(7) 5(4) 3(1) 

高  校  生 23(15) 13( 9) 20(15) 13(9) 15(11) 

そ     の     他 2( 1) 5( 1) 6(0) 12(9) 5(3) 

合        計 33(22) 33(23) 38(22) 30(22) 23(15) 

中・高校生の占める割合％ 93.9 84.8 84.2  60.0  78.3 
資料：警察本部少年女性安全課（確定値） 

（注）（ ）内は女子で内数を示す。                                          

 

(2) 性感染症の状況 

   性感染症は、性的接触によって感染する病気であり、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス

感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症、梅毒などがある（注）。 
県内における性感染症の状況を見ると、感染者数（全年齢）は横ばい傾向にあったが、平成 30 年は減少

し、10 代の感染者数は 23 人で、男女の内訳は、男性 5 人、女性 18 人となっている。（第 1-6-17 図、

第 1-6-18表） 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（備考）性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症は、 
県の指定を受けた特定の医療機関（定点医療機関）から報告される定点把握対象疾患。 

梅毒は、患者を診断した全ての医師から報告される全数把握対象疾患。 
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資料：保健衛生課 

第 1-6-17 図 県内 10 代（男女別）の性感染症発生動向（梅毒を除く） 

－ 39 －



第１部 子ども・若者の現状と課題 
 
 

40 

 第 1-6-18 表 県内における 10 代の性感染症発生動向 

年

次 
区分 

定点把握対象疾患 全数把握対象疾患 
合   計 

（定点把握対象疾患）
性器クラミジア 

感染症 

性器ヘルペス 

ウイルス感染症 

尖圭 

コンジローマ 
淋菌感染症 梅毒 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 計 

25 

全年齢 127 222 46 54 46 23 53 16 2 2 272 315 587 

１０代 15 62 3 6 2 4 2 7 0 1 22 79 101 

(割合) 11.8% 27.9% 6.5% 11.1% 4.3% 17.4% 3.8% 43.8% 0.0% 50.0% 8.1% 25.1% 17.2% 

26 

全年齢 127 180 32 69 47 18 37 8 2 0 243 275 518 

１０代 6 33 0 7 0 1 2 1 0 0 8 42 50 

(割合) 4.7% 18.3% 0.0% 10.1% 0.0% 5.6% 5.4% 12.5% 0.0% 0.0% 3.3% 15.3% 9.7% 

27 

全年齢 100 168 33 58 41 22 30 8 4 4 204 256 460 

１０代 2 29 1 6 2 2 2 2 0 0 7 39 46 

(割合) 2.0% 17.3% 3.0% 10.3% 4.9% 9.1% 6.7% 25.0% 0.0% 0.0% 3.4% 15.2% 10.0% 

28 

全年齢 114 186 44 49 37 13 24 13 14 14 219 261 480 

１０代 6 34 0 2 0 1 0 2 2 1 6 39 45 

(割合) 5.3% 18.3% 0.0% 4.1% 0.0% 7.7% 0.0% 15.4% 14.3% 7.1% 2.7% 14.9% 9.4% 

29 

全年齢 76 184 38 45 42 13 25 16 63 63 181 258 439 

１０代 5 33 0 0 0 0 2 3 2 4 7 36 43 

(割合) 6.6% 17.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0% 18.8% 3.2% 6.3% 3.9% 14.0% 9.8% 

30 

全年齢 83 184 35 48 21 18 34 12 40 40 173 262 435 

１０代 3 15 0 2 1 1 1 0 2 3 5 18 23 

(割合) 3.6% 8.2% 0.0% 4.2% 4.8% 5.6% 2.9% 0.0% 5.0% 7.5% 2.9% 6.9% 5.3% 

 

 (3) エイズ患者・ＨＩＶ感染者の動向 

本県のエイズ患者及びＨＩＶ感染者は、全て 20 代以上で、平成元年から平成 30 年までの累計で計

93人（エイズ患者 34人、ＨＩＶ感染者 59人。うち、死亡者 6人）となっている。 

近年、全国的な発生数は減少傾向にあり、本県においては横ばい傾向にある。（第 1-6-19表） 

 

第 1-6-19 表 本県のエイズ患者・ＨＩＶ感染者の発生動向                      (単位：人) 

年 
人 

H 元～

12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 計 

エイズ 
患者 

7 1 0 0 1 4 2 1 2 3 1 1 1 1 3 2 2 2 0 34 

ＨＩＶ 
感染者 

6 4 1 2 3 5 4 3 5 4 2 3 2 1 2 1 2 4 5 59 

計 13 5 1 2 4 9 6 4 7 7 3 4 3 2 5 3 4 6 5 93 

資料：保健衛生課 

 （備考）日本におけるサーベイランス定義では、新規エイズ患者とは初回報告時にエイズと診断された者であり、すでに 

    エイズと診断された者であり、すでにＨＩＶ感染症として報告されている症例がエイズを発症するなどの場合は 

    含まない。 

 

資料：保健衛生課 
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